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千葉県は三方を海に囲まれた房総半島に位置
し，全県的に標高が低く平らな地形をしている．
そのため，標高傾度に沿った環境の多様性は限
られているものの，多様な水辺環境や人々の暮
らしとのかかわりといった中で千葉県の生物相
はつくり上げられてきた．

千葉県の生物を考える上での特徴の一つとし
て，南方系と北方系の生物が共存することが挙
げられる．海域では，千葉県沖の太平洋で暖流
の黒潮と寒流の親潮とがぶつかり，熱帯に分布
中心がある造礁サンゴの北限がある一方，北方
系の魚種であるサケの遡上も見られる．陸域で
は，亜熱帯性植物の北限となるハマオモト線が
通り，多くの亜熱帯性植物の北限となっている
一方，ヒメコマツやミツガシワのような冷温帯
性の植物に見られるように氷期に南下してきた
種が遺存的に分布している．もう一つの特徴は，
古くから人々の生活が営まれ，それに応じた生
物分布が見られることである．台地に細い谷津
が入り組んだ下総台地を中心に，本県では約 4
万年前から人間の活動が行われ，発見されてい
る貝塚の個数は全国一多いことが知られてい
る．樹木の伐採や草刈り，あるいは農業といっ
た様々な人々の活動は，水田やため池，茅場，
薪炭林や農用林といった原生自然には見られな
い植生遷移の途中相に当たる多様な二次植生を
生み出してきた．里山里海とよばれるこのよう
な地域では，人々がつくり出した環境を利用し
て多様な生物が生育・生息するようになった．

しかし現在，本県に生育・生息する動植物は
人間社会の急激な変化によって大きな影響を受
けている．第 3 次生物多様性国家戦略に示さ

れているのと同様に，本県の生物相に影響を及
ぼす社会的な要因は大きく 4 つに分けられる．
第一に，市街地や工業用地の開発，ゴルフ場，
山砂採集といった経済活動の結果，森林や農地
が減少したり，干潟や浅海域が埋め立てられて
いる．また，富栄養化に伴う赤潮や青潮といっ
た水環境の悪化，農薬や肥料等による汚染も生
じている．第二に，農業の近代化や輸入産物の
増加といった社会変化に伴って，水田や茅場，
薪炭林など里山里海を構成する環境に手が入ら
なくなり，放棄耕作地の増加や森林の荒廃が進
んでいる．第三に，経済活動が活発になるに伴
い，これまで地域にいなかった生物が持ち込ま
れ定着する機会が増えた結果，多くの外来生物
が見られるようになった．外来生物は生物間の
相互作用によって生態系を変化させるだけでな
く，アライグマやキョンなど農林業に被害を与
えることもあり，社会問題にもなっている．第
四に，地球温暖化の進行に伴って，これまで県
内で確認されていなかった南方系の生物が見ら
れるようになった．

このような人間社会の変化の中で，生物多様
性やそこから生み出される生態系サービスを保
全・活用していくためには，まず生物多様性の
現状を把握する必要がある．ここでは，千葉県
の生物相を構成する生物について，在来生物・
外来生物・絶滅危惧種という観点からその現状
と保全に向けた課題について整理する．

　第３章１節

１．千葉県の自然環境と生物分布の概要

千葉県における野生生物の現状

柳 研介・浅田 正彦・北澤 哲弥

千葉県生物多様性センター

２．在来生物の多様性

千葉県の土地利用を見ると，森林の割合（林
野率）は 31.5 % であり，全国的に著しく低い．
一方，農地の割合（耕地率）は 26.5 %，宅地
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などの割合（宅地ほか率）は 42.0 % など，い
ずれも全国トップクラスである（千葉県環境生
活部，2011）．また，東京湾に面した浅海息は，
千葉県内だけで 12,000ha 以上が埋め立てられ

（運輸省第二港湾建設局資料），東京湾全体でみ
ると，昭和30年以降総延長約123kmに渡って，
自然海岸・浅海域が消失した（東京湾環境情報
センター）．以上のように，千葉県では，原生
の自然環境の多くは失われており，現在の自然
環境は，里山をはじめとした，人間活動によっ
て生じた二次的環境が中心である．千葉県の生
物相は，他地域と比べ，特にこのような二次的
環境に大きく影響を受けていると考えられる．

は困難であろう．
このようなことから，本稿では現時点で比較

的研究の進んでいる代表的な分類群について
のみ扱う．なお，現在の生物の分類は，付図 1
に従うが，例えば，本稿で用いた「大型藻類」
というカテゴリーに該当する生物は，バイコン
タ上界のうち，「植物界」と「ストラメノパイ
ル界」のうち，いくつかに枝分かれした生物群
を寄せ集めたもので，その中でもさらに「肉眼
で認識できるレベル」に限られている．また，
単に「藻類」とカテゴライズした場合，それが
属するグループはさらに多岐にわたる．このよ
うに，本稿で種数を示す「○○類」というのは，
必ずしも特定の分類単位を指し示すものではな
い．また，そのカテゴリーが報告によって異な
る場合もあり，その種数について単純比較する
ことは，多くの場合困難であることにも注意が
必要である．

千葉県は中央博物館を擁していることもあ
り，他地域に比べると比較的研究が進んでいる
とはいえ，本稿で挙げる県内の生物種数は，一
部のグループのしかも現時点での暫定的な数字
であり，それは著しく過小評価されている可能
性があることを認識しなければならない．

このような前提の上で，主な分類群の種数に
ついて以下にまとめる．

【維管束植物】　維管束植物は，緑色植物亜界
の維管束植物門を指し，通常私たちが植物とし
て認識するのはこのグループである．維管束植

１）分類群別種数

表１ 千葉県および全国で確認されている主な分類群の野生生物種類数 .

既知種数 推定種数
維管束植物 2786 1) 約8,000 2) 維管束植物門 種以下の単位を含む
蘚苔類 401 1) 約1,600 2) ゼニゴケ植物門・ツノゴケ植物門・マゴケ植物門
地衣類 249 1) 1762 2) 本文参照 種以下の単位を含む
藻類 568 1) 約1,400 2) 本文参照 千葉県は大型藻類
大型菌類 702 1) 約2,000 2) 5,000-6,000 2) 担子菌門・子嚢菌門の一部 種以下の単位を含む
哺乳類 36 4) 126 2) 脊椎動物亜門哺乳綱 クジラ目・ジュゴン目を除く
鳥類 413 4) 約700 2) 脊椎動物亜門は虫綱鳥下綱
は虫類 16 4) 99 5) 101 5) 脊椎動物亜門は虫綱の鳥下綱以外
両生類 14 4) 64 2) 80以上 5) 脊椎動物亜門両生綱 種以下の単位を含む
淡水・汽水魚類 91 4) 272 2) 脊椎動物亜門の一部 種以下の単位を含む
昆虫類 6634 4) 約34,000 2) 100,000以上 5) 節足動物門昆虫綱 種以下の単位を含む
十脚甲殻類 610 4) 2247 5) 約2,800以上 5) 節足動物門汎甲殻亜門の一部
陸・淡水産貝類 119 3) 909 2) ？ 軟体動物門腹足綱・斧足綱の一部 種以下の単位を含む

1) 千葉県レッドデータブック改定委員会, 2009
2) 環境省レッドデータブック（分類群毎の出典は本文参照）
3) 千葉県レッドデータブック改訂委員会, 2000
4) 千葉県資料研究財団, 2003
5) 日本分類学会連合, 2003

全国 分類単位 備考分類群 千葉県

上述のように，原生の自然環境が失われてい
るものの，里山をはじめとした二次的環境の

「場」の多様性と相まって，県内の生物の種多
様性は比較的高いといえる（表 1）．しかし，「千
葉県には○○種の生物がいる」というのは，単
に現時点で確認されている種数を示しているに
過ぎず，多くの生物群では調査が進んでいると
はいえない，このため，その数は実際の種数と
はかけ離れたものであることをまず認識しなけ
ればならない．この「確認種数」と「真の種
数」との乖離は非常に大きいと推測され（例え
ば Fujikura et al. 2010），現時点で示されてい
る種数をもって，他地域との比較を行ったとし
ても，各々の地域の研究の進捗状況が異なる以
上，その結果について科学的な評価を行うこと



３－１　千葉県における野生生物の現状

55

らのほとんどは子嚢菌門で，ごくわずかが担子
菌門に属している．一方，共生する藻類は，植
物界緑色植物亜界緑藻植物下界の藻類や，細菌
ドメイン細菌界ネジバクテリア亜界グリコバク
テリア下界シアノバクテリア門の藻類（藍藻）
に属し，約 25 属が知られている（環境庁自然
環境局野生生物課，2000b）．地衣類は，共生
する菌類と藻類の両者が生育できる特定の環境
が必要で，環境変化に弱いとされる．

国内には，2004 年時点で 1,602 種が知られ
ているが（原田ほか，2004），2,000 種を超
えると見積もられている（原田私信）．県内で
は，2010 年までに 252 種が確認されている
が（原田，2008；坂田ほか，2009；Harada, 
2010），全国レベルと同様，県内の地衣類相
の全容は未だ解明されていないのが現状であ
る（千葉県レッドデータブック改訂委員会編，
2009）．

【大型藻類】本稿で扱う「大型藻類」は，肉
眼で識別できるサイズの藻体を持つ藻類（千
葉県レッドデータブック改訂委員会編，2009）
であり，緑藻（植物界緑色植物亜界緑藻植物門
+ 車軸藻植物門の一部），紅藻（植物界紅色植
物亜界紅色植物門の一部），褐藻（ストラメノ
パイル界オクロ植物門フィエスタ亜門褐藻綱の
一部）の 3 つのグループに属する．一般に「藻
類」といった場合は，上記のほか 7 門に属す
る生物が含まれる．全国で「藻類」は，約 5,500
種が報告されているが（環境庁自然環境局野生
生物課，2000b），「大型藻類」として種数がリ
ストされることは少ない．県内の大型藻類は，
淡水産 28 種（車軸藻 9 種，紅藻 8 種，褐藻 1 種，
緑藻 2 種），海産 540 種 3 亜種 5 変種 13 品種

（紅藻 337 種，褐藻 121 種，緑藻 82 種）が認
められている（宮田，2009）が，微細藻類を
含めた藻類全体の種数については情報不足であ
る．

【大型菌類（きのこ類）】本稿で扱う「大型菌
類」はいわゆる「きのこ」を指し，菌界の担子
菌門および子嚢菌門のうち，有性胞子が肉眼的

物は，種数や分布などの基礎情報が最も充実し
ている生物群の一つである．

国内には約 6,000 種（変種・亜種を含めると
約 8,000 種類）ほどの維管束植物が生育して
おり（環境庁自然環境局野生生物課，2000a），
生物多様性のホットスポットの一つに数えられ
る．日本における高い多様性は，日本列島の地
勢的・地史的・気候的要因によるものである

（環境庁自然環境局野生生物課，2000a）．県内
では，2003 年までに計 2786 種類が確認され
ており（千葉県史料研究財団，2003a），うち
1998 種類が土着種であるとされている（千葉
県レッドデータブック改訂委員会編，2009）．
県内の土着種以外の種については，史前帰化植
物が 127 種類であり，約 600 種類程度は，明
治時代以降に侵入したものや栽培植物が逸出し
たものであるとされている（千葉県レッドデー
タブック改訂委員会編，2009）．

【蘚苔類】蘚苔類は，緑色植物亜界のうち，
ゼニゴケ植物門（苔類），ツノゴケ植物門（ツ
ノゴケ類），マゴケ植物門（蘚類）の 3 門を合
わせたものを指す．蘚苔類は，海水中以外のあ
らゆる場所に生育するが，環境ごとに生育する
種が異なることから，環境指標とされることも
多い．

国内には，約 1,600 種 ( 蘚類約 1,000 種，苔
類約 600 種，ツノゴケ類 17 種）が生育する（環
境庁自然環境局野生生物課，2000b）．これに
対し，県内には，蘚類 246 種，苔類 144 種，
ツノゴケ類 11 種の計 401 種が報告されてお
り（古木，2002），国内総種数の約 1/4 が確
認されている．しかし，県内には未調査地域も
多く残されており（千葉県レッドデータブック
改訂委員会編，2009），現時点での種数はあく
まで暫定的なものである．また，県外の多くの
地域では，調査が進んでおらず，現時点では，
種数に基いた地域間の比較に堪えうるものでは
ない．

【地衣類】
地衣類は，藻類と共生する菌類である．これ
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サイズの子実体に形成されるものである．その
他の顕微鏡サイズの菌類は，いわゆる「カビ」
と呼ばれている．菌類全体では，現在までに名
前が付いているのは数 % に過ぎないと考えら
れている．また，国内における「大型菌類」は，
約 10,000 種と推定されているが，このうち名
前が付いているのは約 3,000 種である（吹春，
2006）．県内ではこれまでに 702 種（担子菌
類 629 種 8 変種 4 品種，子嚢菌類 61 種）が
知られているが（吹春，2009），現時点での暫
定的な種数である．

【哺乳類】本稿で扱う哺乳類は，脊椎動物亜
門哺乳綱のうち，クジラ目・ジュゴン目を除い
たものである．国内では 126 種（亜種を含む）
が報告されており（環境省自然環境局野生生物
課，2002a），このうち県内では 36 種が確認
されている（千葉県レッドデータブック改訂委
員会，2011）．

【鳥類】国内では約 700 種が報告されている
（環境省自然環境局野生生物課，2002b）．こ
のうち県内では，413 種が確認されている（千
葉県レッドデータブック改訂委員会，2011）．

【は虫類】　本稿で扱うは虫類は，脊椎動物亜
門は虫綱のうち，鳥類を除いたものである．国
内からは 99 種（亜種を含む）が報告されてい
る（環境庁自然環境局野生生物課，2000c）．
このうち県内では，16 種が確認されている（千
葉県レッドデータブック改訂委員会，2011）．

【両生類】　両生類は脊椎動物亜門両生綱の
全種を指す．国内からは 64 種が報告されてい
るが，現在のところ 80 種以上が生息すると推
定されている（環境庁自然環境局野生生物課，
2000c）．このうち県内では，14 種が確認され
ている（千葉県レッドデータブック改訂委員会，
2011）．

【汽水・淡水魚類】　本稿で扱う魚類は，脊椎
動物亜門のうち，哺乳綱，は虫綱，両生綱を

除いた残りのグループを指す．このうち，汽
水・淡水産のものを，汽水・淡水魚類として扱
う．汽水・淡水魚の対象となる範囲が必ずしも
統一されていないものの，現在までに国内か
ら 272 種，千葉県から 91 種が確認されてい
る．なお，日本産の魚類の総種数は 4,206 種，
推定種数 4,400 種以上（日本分類学会連合，
2003），県内では 1,104 種が報告されている（千
葉県史料研究財団，2003b）．千葉県史料財団
のリストには，標本記録や引用が掲載されてい
ないため，科学的に引用されることは少ないが，
魚類データについては，標本記録に基いて集計
されているため，同リストの海洋生物の中では
信頼度が高い（藍澤私信）．なお，他の海産生
物にもあてはまるが，データは該当する海域の
定義により大きく異なるため，他地域と種数の
比較を行う際には，統一した定義（例えば水深
○○ m 以浅）を必要とする．しかし，実際には，
そのようなデータを集めることは非常に困難で
ある．

【昆虫類】　昆虫類は，節足動物門汎甲殻亜門
昆虫綱に属する．国内では，100,000 種以上
が生息すると推測されているが，これまでに記
録されているのは約 34,000 種に過ぎない．県
内では 6,634 種が記録されているが（千葉県
史料研究財団，2003b），あくまでも現時点で
の暫定的な種数であり，今後も継続した調査が
必要である．

【甲殻類】　甲殻類は，節足動物門汎甲殻亜門
に属するグループのうち，昆虫綱を除いた軟甲
綱他約 10 綱を指す．国内では，約 900 種が
報告されているが，分類学的研究が遅れている
グループ少なくなく，推定では 7,200 種以上
が生息すると考えられている（環境省自然環境
局野生生物課，2006b）．このうち，県内では
約 900 種が報告されているが，海産の小型甲
殻類を中心に不明なものが多い．これらの中で
も，比較的研究の進んでいるのは，エビ・カニ・
ヤドカリの属する軟甲綱の十脚目であり，国
内では 2,247 種（日本分類学会連合，2003），
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県内では 610 種が確認されている（千葉県史
料研究財団 b，2003）．十脚類においても，国
内にまだ約 500 種以上の未知の種がいるとさ
れている（日本分類学会連合，2003）．また，
県内の種数は千葉県動物総目録（千葉県史料研
究財団，2003）に基いているが，この目録に
は標本記録や参照文献が示されておらず，当該
分類群のデータの信頼性は高くない．

【陸産貝類】　本稿で扱う陸・淡水産貝類は，
軟体動物門のうち，陸上と汽水域を含む淡水
産の腹足綱（巻貝）と斧足綱（二枚貝）を指
す．ただし，国の集計と県の集計では，汽水域
に含まれる対象種の範囲が異なる．国内では，
現在までに 909 種が記録されており（環境庁，
1998），このうち県内からは 119 種が確認さ
れている（千葉県レッドデータブック改訂委員
会，2000）．なお，軟体動物門全体をみると，
県内では 1,999 種が記録されている（千葉県

【絶滅種】　県内では，過去に生息・生育が確
認されていたものの，現在，消息が確認され
ない，または絶滅したとされている種が，動
物 78 種（表 2，4），植物 78 種（表 3），合計
157 種に上っている．一方，国内レベルでは，
動物 46 種，植物 74 種がリストされている（表
2 参照）．

【絶滅危惧種】　特に絶滅が危惧されており，
千葉県のレッドリストによって最重要保護（A）
に指定されている生物は，動物で 248 種，維
管束植物で 137 種に上る（表 2，3，4）．維管
束植物以外の植物のカテゴリは，最重要保護と
重要保護（B）を区別していないが，その総数
は 72 種である（表 3）．

２）絶滅危惧種

（１）分類群別の絶滅危惧種数

表２ 千葉県及び我が国における動物分類群毎の絶滅危惧種数

多足類 クモ類 十脚類
陸産・陸水
甲殻類

千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本

絶滅（X) 絶滅(EX) 3 22 30 3 3 0 1 0 2 4 0 0 0 0 19 13 3 4 61 46

野生絶滅(EW) 野生絶滅(EW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

最重要保護生物（A) 14 91 12 10 2 3 2 4 42 0 183

重要保護生物（B) 11 82 12 2 2 9 4 3 35 2 164

要保護生物（C)
絶滅危惧II類

(VU) 15 214 115 129 8 2 5 0 7 35 1 18 3 11 43 39 5 7 204 453

一般保護生物（D)
準絶滅危惧

(NT) 7 275 78 200 1 2 12 1 7 26 5 17 1 14 22 18 7 18 143 568

50 674 396 442 36 7 30 5 28 174 12 48 11 35 161 124 17 64 753 1561

千葉県の動物は，千葉県RDB2011（陸・淡水産貝類は千葉県RDB2000），環境省のRLは，は虫類，両生類，鳥類は2006年，他は2007年版．国のリストには種以下の分類群を含む．

絶滅危惧カテゴリー 陸・淡水産貝類 昆虫類 汽水・淡水魚類

絶滅危惧I類
(CR, EN,
CR+EN)

163 110 3

動物合計

合計

は虫類 両生類 鳥類 哺乳類

35 493109 13 10 53

表３ 千葉県及び我が国における植物分類群毎の絶滅危惧種数

千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本 千葉県 日本

絶滅（X) 絶滅(EX) 60 33 5 1 4 5 9 5 0 30 78 74

野生絶滅
(EW)

野生絶滅(EW) 4 8 0 0 1 1 0 0 0 1 5 10

最重要保護
生物（A)

絶滅危惧I類
(CR) 137 523

重要保護生
物（B)

絶滅危惧I類
(EN) 194 491

要保護生物
（C)

絶滅危惧II類
(VU) 230 676 22 111 1 21 13 19 2 25 268 852

一般保護生
物（D)

準絶滅危惧
(NT) 142 255 18 22 7 40 17 39 26 17 210 373

- 情報不足(DD) - 32 - 33 - 37 - 48 - 54 - 204

保護参考雑
種（RH）

- 14 - - - - - - - - - 14 -

781 2018 62 285 41 193 59 152 35 166 978 2323
千葉県の植物は千葉県RDB2009年，環境省のRLは，2007年版に基く
*千葉県では大型藻類のみを対象
**千葉県では大型菌類（きのこ類）のみを対象

地衣類 菌類** 植物合計

17 28 20 7 40341 8103989

維管束植物 蘚苔類 藻類*

合計

絶滅危惧カテゴリー

118

資料研究財団 , 2003）．
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最重要保護生物は，「個体数が極めて少ない，
生息・生育環境が極めて限られている，生息・
生育地のほとんどが環境改変の危機にある，な
どの状況にある生物」であり，「放置すれば近々
にも千葉県から絶滅，あるいはそれに近い状態
になるおそれがあるもの」と定義されている（千
葉県レッドデータブック改訂委員会，2011）．
現状のままでは，近い将来，県内における絶滅
種が大幅に増加する可能性がある．

国の「生物多様性国家戦略 2010」では，生
物多様性の現状について，第 1 の危機「人間
活動や開発による危機」，第 2 の危機「人間活
動の縮小による危機」，第 3 の危機「人間によ
り持ち込まれたものによる危機」，という 3 つ
の危機を挙げているが，生物多様性条約事務
局が作成した地球規模生物多様性概況第 3 版

（Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity, 2010）では，種の絶滅・減少要因と
して次の 5 つの直接要因を挙げている．
 ① 過度の捕獲・採取
 ② 汚染物質の環境への放出による影響
 ③ 外来生物種の侵入による捕食・競合・交雑
 ④ 生息・生育環境の改変
 ⑤ 他の地球環境問題による要因

前項でも挙げたように，千葉県の自然環境は，
ほぼ原生の自然の姿が失われおり，4 に挙げる

千葉県における絶滅危惧動物の生息環境別種数表４

森林 草地
海岸
海浜

干潟
湿地
池沼

河川
水路

河原 その他

絶滅種(X+EW) 6 14 20
最重要保護生物(A) 4 54 15 5 1 79

絶滅種(X+EW) 0 0 0
最重要保護生物(A) 2 1 3

絶滅種(X+EW) 3 3
最重要保護生物(A) 9 3 12

陸産陸水産甲殻類 最重要保護生物(A) 1 1 2
絶滅種(X+EW) 1 1

最重要保護生物(A) 5 3 2 10
絶滅種(X+EW) 6 13 9 2 30

最重要保護生物(A) 22 20 7 6 24 8 3 1 91
絶滅種(X+EW) 1 1 2

最重要保護生物(A) 3 3
両生類 最重要保護生物(A) 4 4
は虫類 最重要保護生物(A) 1 1 2

絶滅種(X+EW) 4 2 1 12 19
最重要保護生物(A) 7 2 11 6 15 1 42

哺乳類 絶滅種(X+EW) 1 2 3

10 18 7 16 22 3 0 2 78

44 23 77 33 51 14 4 2 248

54 41 84 49 73 17 4 4 326

*貝類は千葉県RDB2011に基づき、海産を含む全ての軟体動物が対象

貝類*

クモ

多足類

分類群 カテゴリ
生息環境

合計

絶滅種小計 （X+EW）

最重要保護生物小計（A)

合計

十脚甲殻類

昆虫

魚類

鳥類

千葉県における絶滅危惧植物の生育環境別種数表５

海岸
海浜
海中

塩湿
地

湿地
湿田

沢沿 池沼
岩上
岩原

草原
河原

樹上
樹皮

スギ
林

照葉
樹林

落葉
樹林

その
他

計

絶滅種(X+EW) 4 1 2 20 2 12 4 10 9 6 4 7 2 83

最重要保護生物（A)* 8 3 3 28 1 8 16 19 6 9 15 19 2 137

計 12 4 5 48 3 20 20 29 15 15 19 26 4 220

*最重要保護生物は，維管束植物のみ

カテゴリ
生育環境

（３）絶滅および減少の要因

（２）絶滅危惧種の生息・生育場所

生息・生育環境ごとの絶滅種及び最重要保
護生物の種数について，表 4 及び 5 に示した．
動物では，海岸・海浜・干潟に集中が見られる
のは，海産種を含む貝類，十脚甲殻類であり，
その他の生物では，湿地・池沼に集中する傾向
が認められる．次に，森林，草地の順であるが，
絶滅種に限ってみると，草地の方が多い．特に
総数の多い昆虫では，湿地・池沼・河川・水路
などの陸水環境に 43 種，草地で 33 種，森林
で 28 種の順となっている．一方植物について

みると，湿地湿田や草原河原など，水域と陸域
のエコトーンや，里山を構成する要素が目立つ．
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生息・生育環境の改変による影響は大きく，例
えば干潟にのみ生息・生育するような種類は全
て絶滅危惧種と考えてよい．このような環境の
消失の上に，さらに上述のような要因が加わっ
て，絶滅・減少を招いているものと考えられる．
ここでは，上記で，絶滅種・絶滅危惧種が多い
環境について，その具体的な要因について考え
る．

【海浜・海岸・干潟】　前述のとおり，特に干
潟を中心とした浅海域は，ほぼ生息環境そのも
のが消失している．また，本来，陸域へと繋が
るエコトーンのほとんどは，護岸等により海岸
線と切り離され，後背地の特性はほぼ消失して
いる．僅かに残された生息環境では，それぞれ
の間に，本来存在したと考えられる環境の連続
性や連絡性が失われ，メタ個体群の崩壊による
絶滅のリスクがある．

【湿田・湿原】　湿地は主に開発によって，湿
田は主に農業形態の転換によって消失した．水
田面積自体の減少はほとんど見られず，このよ
うな環境で絶滅種・絶滅危惧種が多いのは，環
境に質的な変化が生じていることを現してい
る．農業形態の変化と生物多様性の現象につ
いては，本報告（北澤，2011）で詳述されて
いるが，特に水生昆虫では，1980 年代までの
衰退に続き，2000 年を過ぎてから再び衰退の
進行が認められており，新たに使用され始め
たネオニコチノイド系やフェニルピラゾール
系農薬による影響が強く疑われている（市川，
2010）．また，湿田・水田を中心とした水辺では，
侵略的外来種の侵入が著しい．特にオオクチバ
スやブルーギル，ウシガエル，アメリカザリガ
ニなどの侵略的外来種は，実際に各地で在来の
水辺の動植物を局所的に絶滅させている（西原，
2010）．

【草地】　千葉県の草地は，開発や里山の管理
放棄，農業形態の変化による茅場の減少等によ
り，急速に失われた．1880 年代から 1980 年
代にかけての植生と土地利用を比較すると，草

地・ススキ草原の減少は，特に相対優占度の高
かった丘陵部，山地部で著しい減少を見せて
いる（千葉県，2008）．天野ほか（2007）は，
千葉県で絶滅種・野生絶滅種とされている植物
種の消長を調べ，湿原，草原等に生育する種で
は，1950 年代に記録が途絶えるものが多かっ
たことを報告しており，これらの環境の消失が
進んだ年代と一致する．

【森林】　土地利用上の森林面積は，近年，以
前より増加傾向にある．千葉県内の森林は，そ
のほとんどが二次林であり，かつてはこれを木
材として利用することで，遷移の進行が抑制さ
れてきた．過去約 100 年の間に，遷移の初中
期過程で優占するマツ林は著しく減少し，中後
期で優占する落葉広葉樹林，常緑広葉樹林が増
加しており，これはマツ枯れとともに，里山林
の放置による遷移の進行が要因とされている

（千葉県，2008）．マツ林のような明るい疎林
を好む生物にとって，遷移が進行した暗い極相
林や，頻繁に撹乱が発生する造成地のような環
境で生き延びることは困難であることが多く，
それゆえ里山に分布していた種の多くが，絶滅
の危機に瀕している．また，近年急速に増加し
ているシカやイノシシによる林床植生の消失
も，要因の一つと考えられる．

３）絶滅危惧種への対応と課題

2010 年に名古屋で開催された COP10 にお
いて採択された「愛知目標」では，目標の一つ
として「2020 年までに，既知の絶滅危惧種の
絶滅及び減少が防止され，また特に減少してい
る種に対する保全状況の維持や改善が達成され
る」ことが定められている．国では「生物多様
性国家戦略 2010」により，千葉県においては

「生物多様性ちば県戦略」によって，絶滅危惧
種の保護に努める旨が明記されており，国では，
COP10 を受けて，各種の具体的な取り組みが
動きつつある．千葉県では，「生物多様性ちば
県戦略」において，次の取り組み方針が示され
ている．
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生育環境が直接的，間接的に保護されている．
国内法：　森林法・鳥獣保護法・文化財保護法・

自然公園法・種の保存法
県条例：　自然環境保全条令・自然公園条令・

県立県民の森設置管理条令
各種保護区の概要や規制事項等ついては，大

澤（2008）や熊谷・遠藤（2011）で詳述され
ているが，絶滅危惧種の保全への寄与という点
においては，種の保存法による生息地等保護区
や鳥獣保護法による鳥獣保護区の一部を除く
と，目的が必ずしも特定生物の保全ではないた
め，十分とはいえない．

【絶滅危惧種の直接的な保護】　千葉県レッド
データブックでは，特に最重要保護生物に関し
ては，前述のとおり「放置すれば近々にも千葉
県から絶滅，あるいはそれに近い状態になるお
それがあるもの」「個体数を減少させる影響及
び要因は最大限の努力をもって軽減または排除
する必要がある」（千葉県レッドデータブック
改訂委員会編，2011）とされており，保全に
向けた取り組みが求められる．最重要保護生物
のうち，現在，法令等で何らかの保護策が講じ
られている県内の種は，種の保存法による国内
希少野生動植物種であるオオタカ，ハヤブサ，
オオセッカ，ミヤコタナゴの 4 種のみである

（表 6）．尚，ミヤコタナゴは文化財保護法によ
る天然記念物にも指定されている．千葉県で
は，生物多様性ちば県戦略において，絶滅危惧
種の回復計画を策定の仕組みづくりを謳ってい
る．特に生息・生育状況の悪化が認められ，生
息・生育地を保護するだけでは回復が困難と考
えられる希少種から，今後の事業のモデルとし
て，シャープゲンゴロウモドキおよびヒメコマ
ツを選定し，自治体，研究者，NPO からなる「保

 ① 野生生物の絶滅を防ぎその回復を図るため
の仕組みづくり（現状把握，レッドデータブッ
クの定期的見直し，条例制定，絶滅危惧種の
生息・生育域外保全の実施，感染症・外来種
への対応など）

 ② 絶滅のおそれのある野生生物の保護・増殖
の取り組み（希少な動植物についての回復計
画の策定など）

ここでは，現在行われている取り組み（①対
応）について，また，現状における問題点（②
課題）について整理する．

【情報基盤の整備】　絶滅危惧種の保全のため
には，まず，現状を把握すること，さらにそ
れらを継続的にモニターすることが必要であ
り，これらのデータを効率的に収集し，管理す
ることが求められる．千葉県では，千葉県生物
多様性センターによる野生生物の生息・生育状
況のデータ収集と GIS による一括管理，千葉県
レッドデータブックの定期的な改訂等を通し，
現状把握を行っている．特に陸上生物の分布状
況に関するデータについては，現在，約 100
万件の生物分布情報が整理されている（千葉
県環境生活部自然保護課生物多様性センター，
2010）．これらのデータの蓄積には，千葉県立
中央博物館の調査によって収集された精度の高
い標本情報が重要な役割を果たしている．これ
らのデータは，レッドデータブックの改訂時に
利用されるだけでなく，生物多様性保全にかか
る各種施策・事業に対し，重要な基礎情報を提
供している．

【生息・生育環境の保全】　絶滅危惧種を保全
する上では，まず，その生息・生育環境を保全・
回復させることが最も重要であり，効果が高い．
また，これらの地域間の連続性を構築すること
が望まれる．このため，特に絶滅危惧種が多く
生息・生育する環境については，面的な保全と
その連続性が望まれる．千葉県内では現在以下
の法令により，保護区等の指定により，生息・

（１）対応

表６ 千葉県内に生息する種の保存法により

定められた国内希少野生動植物種

分類群 生物名
鳥類 オオタカ

ハヤブサ
オオセッカ

魚類 ミヤコタナゴ
昆虫類 *シャープゲンゴロウモドキ

*平成23年3月末日現在の検討対象種
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全協議会」での協議を経て，平成 22 年に「千
葉県シャープゲンゴロウモドキ回復計画」およ
び「千葉県ヒメコマツ回復計画」を策定し（千
葉県環境生活部自然保護課，2010a；b），様々
な主体と共に保全事業に取り組んでいる．回復
計画では，該当種だけの増殖を目指すものでは
なく，周囲の生物相とともに環境を保全・再生
することが謳われており，回復段階により，短
期・中期・長期目標とそれらを達成するための
行動計画が示されている．

また，ミヤコタナゴについては，種の保存法
による「保護増殖計画」に基づいた保全事業が
行われている．

は可能であっても，そもそもの原因を取り除く
ことは容易ではない．また，その生息・生育環
境が民有地にある場合，後述するように，現在
も常に環境消失の危険性がある．また，千葉県
では，里山に代表される二次的環境に依存する
絶滅危惧種が少なくないため，農林水産業など
の人間活動が，生息・生育環境に及ぼす影響は
大きい．例えば，圃場整備や稲の育苗箱施用薬
剤等の農薬の使用，ハマグリやアサリの放流な
どは，生物多様性の保全上，問題が大きいと考
えられるが，これらの産業の利害に配慮または
対応した保全の仕組み作りは遅れており，多く
の場合，多様性保全と産業は対立的な状況にお
かれる．

一方，日本における土地所有者の有する絶対
的土地所有権（「土地所有権は何者にも侵され
ることがなく，その使用・収益・処分について
も自由が補償されるという考え方」（東京海上
日動リスクコンサルティング株式会社，2010）
は，民有地を各種保護区に指定する際の障壁と
なっている（日本弁護士連合会公害対策・環境
保全委員会，1999）．つまり，希少生物の生息
地が民有地である場合，その保全は困難なこと
が多い . これは，英国や米国における相対的土
地所有権（土地の保有権だけを持ち最終処分
権・利用権は制限される）とは対照的であり，

「現在の日本における土地所有権（私的財産権）
は実質的に絶対不可侵に近く，おそらく世界
一強い」（東京財団政策研究部，2010）とも称
されている．このような現状は，戦後の農地改
革と農地法によって形作られたものであり（東
京海上日動リスクコンサルティング株式会社，
2010），日本特有の問題とも言える．現状にお
いては，保護区の指定には，各種トラスト制度
や各種法令上での所有者へのインセンティブが
不可欠であり，特に農地をはじめとした二次的
環境については，所有者に対してのみ「我慢」
を強いるような方法では，維持することは困難
であろう．また，相続税や固定資産税の支払い
が，農地転用や離農の原因となっている．相続
税については，耕作を 20 年もしくは終身続け
ることで猶予措置が受けられるものの，対象は

（２）課題

【情報基盤の整備】　絶滅危惧種の絶滅，減少
を食い止めるためには，常に野生生物の生息・
生育状況を監視し，その動態を経時的に把握す
ることが必要不可欠である．千葉県で収集され
ているデータは，精度・件数とも充実したもの
であるが，この精度の情報を経時的に収集し続
けることは難しい．今後，県内でのモニタリン
グについては，調査研究機関による精度の高い
調査に加え，市民による広範で高頻度の調査が
求められるだろう．

現在，千葉県生物多様性センターでは，平成
20 年に市民によるモニタリングシステムであ
る「生命（いのち）のにぎわい調査団」を組織し，
団員からの報告により，対象種 57 種の分布記
録について経時的な情報集積を行っている．平
成 23 年 3 月現在の団員数は約 600 人であり，
累計約 8,400 件の分布情報を得ている．団員
によって調査対象種，頻度，場所などには偏り
があるものの，今後，このシステムを改善して
いくと，貴重な情報収集機能を果たすだろう．
また，様々な機関が行っているモニタリングや，
各種調査の情報を，一元的に収集管理していく
システム作りも求められる．

【生息・生育環境の保護】　県内の絶滅危惧種
の減少要因は第一義的には，生息・生育環境の
消失・劣化であり，現在以上の損失を防ぐこと
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自作地に限られており，貸付けによって農地を
維持しても免税措置は受けられない．2009 年
の農地法改正に伴い，市街化区域外の農地では，
貸付による耕作も免税措置の対象に含まれるこ
とになったが，市街化区域では自作しか認めら
れていない．それゆえ，農地所有者が農地とし
て維持し続けたいという意志を持っていても，
特に都市域の農地は維持しづらい状況となって
いる．

今後，良好な生息・生育環境を保全していく
ためには，やりやすい場所（公有地など）だけ
を保全するのではなく，生息・生育環境の重要
度やその連続性に配慮した計画的な保全策が必
要である．そのためには，上述のような産業に
かかる問題，所有権にかかる問題等に踏み込ん
だ制度作りを行っていく必要があるだろう．

【絶滅危惧種の直接的な保護】絶滅危惧種の
保全には，まずは上記の生息・生育環境の保全
が最も重要であるが，同時に，個々の生物に対
する保全策が必要となるケースも少なくない．

○採集等の制限：　現在までに，全国の 31
都道府県において，種の保存法に相当する希少
種の保護に関する条例が制定されているが，千
葉県では未制定である．多くの生物は無主物と
して扱われるため，たとえ千葉県のレッドデー
タブックにおいて最重要保護生物に指定された
生物であっても，採集やその他の行為につい
て，直接制限がかかることはない．減少原因が
生息・生育環境の消失にあったにしろ，現在の
状況下でこれらの生物に採集圧がかかると，そ
の影響は非常に大きく，絶滅にいたる可能性も
ある．特に愛好家などが存在する趣味性の高い
生物（昆虫や山野草，貝類等）については，法
的な規制が求められる．

○回復計画の策定：　回復計画の策定は，行
動計画に基いた事業が実施される点において，
保全効果は高いと考えられる．千葉県では，
シャープゲンゴロウモドキとヒメコマツの回復
計画を策定しているが，今後，他の絶滅危惧種

についても，様々な主体による回復計画の策定
を目指している（千葉県，2008）．しかし，最
重要保護生物のみをとっても，約 400 種がリ
ストされており（表 2, 3, 4），これら全てにつ
いて，直ちに回復計画を策定するのはほぼ不可
能である．このため，まずは生息・生育環境の
維持のみでは，減少を食い止めることができな
いと考えられる種（例えば強い採集圧に曝され
ている，著しく個体数が減少している種など）
について，優先的に回復計画を策定し，これを
保全していく必要がある．また，保全計画の根
拠となる条例の制定も急がれる．

最重要保護生物以外の生物については，生物
保全を直接の目的としない人間活動によって，
結果的に生物が守られるような方法で，薄く広
く保全を図っていく必要があるだろう．特に，
農林漁業や他分野との連携によって守る仕組み
作りが重要となると考えられる．

○他の問題点：　外来生物法，動物愛護法な
どによって指定されている生物を除き，飼育個
体等の野外への導入（放流事業など）について
は，法的規制がかからない．このため，自然愛
護の目的でこのような生物が野外に導入される
例が後を絶たない．もはや国際的に侵略的外来
種として悪名の高いコイ（日本魚類学会自然保
護委員会編 , 2011）については，コイヘルペ
スウィルス病などの感染症の影響もあり，放流
が行われることはほとんどなくなってきたもの
の，ゲンジボタルやメダカなどにおいては，現
在も域外の個体や累代飼育を重ねた個体など
を，野外に「放流」する事例が少なくない．こ
れらの放流は，多くの場合，希少種の復活を願
う「善意」によって実施されている点も問題の
解決を難しくしている．特に絶滅危惧種におい
ては，無計画な導入によってかえって状況を悪
化させ，絶滅に拍車をかける可能性さえ生じ
る．実際に，ミヤコタナゴでは，無計画な導入
による弊害の可能性が DNA レベルの解析で実
証報告されている（Kubota et al., 2010）．一
方，水産対象種などの産業目的の放流も多くの
問題を抱えているが，現在，漁場環境の整備に
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よる資源回復を目指す提言がなされるなど（海
洋・沿岸域における水産環境整備の技術検討会 , 
2010），放流事業が，対象種だけの漁獲量増加
という視点から，生態系全体の生産力を向上さ
せるという方向にシフトしつつある．

また，絶滅の危機にある生物は，多くの場合，
遺伝的な多様性の消失による絶滅のリスクがあ
り，遺伝的多様性の調査が不可欠であるが（西
田監訳 , 2007），そのような調査体制は確立さ
れていない．絶滅危惧種の保全上の基礎データ
の調査・研究の仕組み作りが望まれる．

物多様性条約第 10 回締約国会議において採択
された条約の新戦略計画・愛知目標の目標９に
おいて，「2020 年までに，侵略的外来種とそ
の定着経路が特定され，優先順位付けられ，優
先度の高い種が制御され又は根絶される，また，
侵略的外来種の導入又は定着を防止するために
定着経路を管理するための対策が講じられる．」
としている（環境省　2010）．千葉県では，生
物多様性ちば県戦略において，県の取組の基本
的方向として，「情報の把握・発信」，「発生の
根元を断つ」，「防除の推進」をあげている．そ
こで，千葉県の外来生物対策に関して専門家か
らうけた提案（千葉県外来種対策（動物）検討
委員会・千葉県環境生活部自然保護課，2007，
千葉県外来種対策（植物）検討委員会，2010）
を踏まえ，（１）水際防止のための外来生物の
侵入，定着の予防，（２）定着後の防除，（３）
情報基盤の整備について整理し，課題について
検討する．

３．千葉県の外来生物

１）本県における現状

表７ 千葉県における野生生物の総種類数と外来生

物の種数

外来種率（%）

哺乳類 36 1) 12 1) 33.3

鳥類 413 1) ― ― 

爬虫類 16 1) 2 1) 12.5

両生類 14 1) 2 1) 14.3

淡水・汽水魚類 91 2) 17 2) 18.7

維管束植物 2786 3) 888 3) 31.9

1）千葉県史料研究財団，2003b
2）谷城，1999
3）千葉県史料研究財団，2003a

総種類数 外来種数

千葉県内の全野生生物のうち約 26％が外来
生物である（表 7）．とくに分類群として多い
のは，維管束植物と哺乳類で約３割が外来生物
であり，両生は虫類と汽水淡水魚類は２割弱と
なっている．

県内の外来生物の侵入経路についてみてみる
と，主要な侵入経路として，動物，植物ともに，
農林水産業などの産業活動に伴う侵入によるも
のや，ペットや園芸植物による個人的な利用に
伴う侵入が多くを占めていた（表 8，千葉県外
来種対策（動物）検討委員会・千葉県環境生活
部自然保護課，2007，千葉県外来種対策（植物）
検討委員会，2010）．

千葉県において，侵入年もしくは年代が明確
になっている動物種について，その種数の推移
を図 1 に示した．侵入年代が複数年代にわた
る場合は，10 年単位の年代ごとに均等になる
よう種数を割り当てた．種数は連続的に増加し
ており，その中でも 1980 年代以降の増加がそ
れ以前よりも大きくなっており，近年のペット
ブームや，経済活動に伴う物資輸送の大量化・
高速化などが背景になっていると考えられる．
植物についても，やはり 1970 年代以降，定着
速度が増加している（北澤，2010）．

２）外来生物への対応と課題

外来生物への対応に関し，2010 年 10 月生

外来生物対策にとって，野外へ放出するのを
阻止する水際防止は，極めて重要であり，新た
な外来生物の侵略を防ぐ重要な視点である．国
レベルの定着予防の取り組みとしては，外来生
物法（特定外来生物による生態系等に係る被害
の防止に関する法律）や CITES，植物防疫法等
による輸入規制もあるが，いずれも特定の種に
限られており，大半の種は規制がない状況であ
る．例えば外来生物法では，飼育や販売ととも

（１）定着の予防：意図的・非意図的侵入の

　　  予防，放逐の予防
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に，輸入や移動，野外への放出が規制されてい
るが，県内の生息種における対象種数は動植物
含めても 24 種（県内外来生物 982 種の 2.4%）
にすぎず，他の多くの種については規制が行わ
れていない．

上述したように，現在の外来生物の侵入経路
は，主に農林水産業や園芸植物・ペット販売に
よるものが多いことを踏まえると，業界団体の
協力のもと，県事業も含めた各種産業行為（農
林水産業，法面緑化，ペット販売，飼育，自然
再生，街路樹植栽など）で使用，あるいはそれ
に附随して野外に放出する可能性のある外来生
物の取扱いなどのガイドラインあるいは普及啓
発が必要と考えられる．

また，園芸植物やペットを所有している一般

図１ 千葉県における年代別にみた外来動物の累積

定着種数 （資料 ： 千葉県外来種対策 （動物）

検討委員会 ・ 千葉県環境生活部自然保護課，

2007）

表８ 千葉県における野生生物の総種類数と外来生物の種数

分類番号　侵入経路 種数 割合（％）

外来植物 100 栽培種などの個体の逸出 475 50.6

110 農林作物の拡散 111 11.8

120 園芸植物の拡散 303 32.3

130 観賞用水生植物（アクアリウムプラント）の拡散 16 1.7

140 水質浄化目的などによる水生植物の拡散 1 0.1

150 環境緑化植物の拡散 41 4.4

151 法面・空き地緑化植物の拡散 19 2.0

152 公園・街路に植樹された個体の拡散 16 1.7

153 砂防・防風のために植栽された個体の拡散 1 0.1

200 産業や人の移動に随伴した個体の拡散 396 42.2

210 栽培植物に随伴した個体の拡散 133 14.2

220 環境緑化植物に随伴した個体の拡散 58 6.2

230 人の移動に付着・随伴した個体の拡散 65 6.9

240 産業原料またはその製品に随伴した個体の拡散 128 13.6

300 気候変動などの自然環境の変動に伴う自然的分布拡大による拡散 3 0.3

外来動物 100 飼育個体などの逸出 61 25.1

110 農林水産漁業など経済活動のための個体導入 30 12.3

120 ペット、動物園展示個体など飼育個体の逸出 20 8.2

130 観賞用水生生物の逸出 3 1.2

140 狩猟、遊漁目的の個体導入 7 2.9

200 産業や人の移動に随伴した個体の拡散 71 29.2

210 農林水産業などに随伴した個体の拡散 50 20.6

211 バラスト水に混入した個体の拡散 11 4.5

220 観賞植物などに随伴した個体の拡散 10 4.1

230 人の移動に付着・随伴した個体の拡散 0 0.0

240 産業原料またはその製品に随伴した個体の拡散 11 4.5

300 気候変動などの自然環境の変動に伴う自然的分布拡大による拡散 0 0.0

400 他県に侵入した外来種の自然分布拡大 15 6.2

外来動物は、千葉県外来種対策（動物）検討委員会・千葉県環境生活部自然保護課（2007）から、外来植物は、千葉県
外来種対策（植物）検討委員会(2010）から計算した。



３－１　千葉県における野生生物の現状

65

次に，すでに野外で定着（野生下での繁殖）
してしまった外来生物の対策について検討す
る．一部有効な法規制としては，外来生物法が
あるものの，次の問題点があり課題となってい
る．一つ目は，すでに述べたように外来生物法
の対象種（特定外来生物）は限定的で，それ以
外の多くの外来生物の対策となっていない点で
ある．例えば，ハクビシンは近年では外来生物
であるとの認識が多く（阿部ほか，2005；増
田，2009；Torii, 2009），少なくとも千葉県で
は外来生物であるものの（落合，1998；千葉
県外来種対策（動物） 検討委員会・千葉県環境
生活部自然保護課，2007），対象外となってい
る．二つ目は，国レベルで問題が明らかになっ
ている種が外来生物法の対象であるため，い
わゆる「国内外来生物」は対象外となってい
る．千葉県ではイノシシが外来生物（浅田ほか，
2001；千葉県外来種対策（動物）検討委員会・
千葉県環境生活部自然保護課，2007）である
ものの，対象外となっており，現在でも行われ
ている野外放獣（浅田，2011）が違法行為となっ
ていない．三つ目は種ごとの指定のため，地域
を限った対策ができない点である．例えば，セ
イタカアワダチソウは全県に拡大してしまった
外来植物で，その全面的な排除は現実的ではな
い．しかし，成東食虫植物群落において，本種
の繁茂は希少種保護や景観保全の観点からは緊
急性が高く，地域的に排除すべき問題である．
あるいは，希少種ミヤコタナゴの生息地におい

て大きなインパクトを与えるタイリクバラタナ
ゴの対策は，他の水系よりも優先順位が高いと
考えられる．このように，外来生物が及ぼす地
域固有の生態系へのインパクトを考慮すると，
地域ごとに種類毎の侵略性や対策の緊急性は異
なるため，地域ごとに種や防除地域を指定して
重点的な対策を講じることが必要と考える．四
つ目は，近縁の外来生物による遺伝子浸透（交
雑）による在来種（あるいは亜種，個体群）の
絶滅の問題である．外来生物法の目的には交雑
の問題も視野にいれているにもかかわらず，特
定外来生物アゾラ・クリスタータと在来種の交
雑種は本法の対象外となっている．また，ニホ
ンザルと交雑をするアカゲザルについても，種
ごとの特定防除計画立案の基礎となる告示に
は，雑種についての取扱は含まれていない．こ
の遺伝子浸透による在来種へのインパクトに関
して，目にみえて個体数として減少しない場合，
外来生物の問題が認知されにくく，対策が遅れ
がちとなっている．さらには，遺伝子浸透の計
測に関して，必ずしも技術研究が進んでいるわ
けではなく，このことも対策が遅れがちな要因
となっている．いずれにせよ，遺伝子浸透の問
題は，外来生物法できちんと整理されて対策さ
れているわけではない．

以上のような問題点を踏まえると，効果的な
対策を実施するためには新たな法改正や，法制
度の整備が必要である．例えば，外来生物法に
県指定種の枠を新設することや，県独自の外来
生物対策条例を制定し，種および地域指定をし
て，対策を行うなどが必要である．　　　　

ちなみに，2010 年 12 月には「地域におけ
る多様な主体の連携による生物の多様性の保全
のための活動の促進等に関する法律」が公布さ
れ，現時点（2011 年１月時点）ではその基本
方針が未策定であるが，市町村や市民による外
来生物防除対策が推進される可能性もある．

（２）定着後の防除：特定外来生物の防除

（３）情報基盤：リストと方針の策定

外来生物対策において，水際防止と防除対策
に並び重要なものとして，情報基盤の整備があ
げられる．外来生物は，そもそも以前からその

市民にたいする意識の啓発も不可欠で，例え
ば，販売店などでの販売に際し，パンフレット
や注意書きを配布したり，飼育に関する覚え書
き（野外放出をしない旨）を交わすことなども
有効である．さらには，学校教育現場において，
2008 年に学習指導要領が改訂され，中学３年
の理科において「外来種」を教えることになっ
た（文部科学省，2008）．今後，学校現場で利
用できるような教材や学習プログラムの開発を
し，小学教育も含めた教育現場での普及活動が
必要と思われる．
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付図１ 生物の分類体系と本稿で扱っている分類群の位置づけ．

※仲田 （2011） の分類表に基いて作成． 本文中の分類体系もこれに従っている．

分類体系は現在も検討が続いている段階である． 仲田 （2011） の分類表は， 1984

年から 2011 年までの主に高次系統に関する報告に基いて作成されている．

※※実線は該当する分類単位の全ての生物が含まれることを示す． 破線はそのうち

の一部が含まれることを示す．
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